
営業施設設備チェックリスト 

営 業 者 氏 名  営業所所在地  

屋号又は商号  営 業 の 種 類  

 

区分  

調 理 場 の 構 造 

☐ 作業区分に応じた区画を行っている 

☐ 食品を取り扱う区域との区画なし 
（→簡易飲食店営業の場合のみ可で、従業員以外が容易に立ち入ることのできない構造は必要） 

 ☐ スイングドア ☐ のれん ☐ 立入禁止の掲示とラインの組み合わせ 

 ☐ その他（                          ） 

☐ 十分な換気、照明設備がある 

床 面 ・ 内 壁 
材質：床面（             ）、内壁（             ） 

☐ 清掃等に水が必要（→不浸透性の材質であること） 

排 水 設 備 

☐ 排水溝  ☐ 排水口   

☐ 排水設備無し（→水で洗浄をする区画及び廃水、液性の廃棄物等が流れる区画がないこと） 

↳（床面の清掃方法：                         ） 

使 用 水 

☐ 水道水（☐ 水道直結 ☐ 貯水槽あり □ 専用水道 ） 

☐ 水道水以外の水（☐ 井戸水 ☐ 井戸水と水道水の混合 ☐ その他（     ）） 

  ↳（消毒装置及び浄水装置：☐ あり ☐ なし） 

   （水質検査の頻度：☐ 年 1 回 ☐ 年  回） 

手 洗 設 備 

再 汚 染 防 止 構 造 

☐ レバー ☐ センサー ☐ 足踏み ☐ オートストップ 

☐ その他（                    ） 

食品等保管設備 
・ 

冷 蔵 冷 凍 設 備 

☐ 食品等の種類に応じて、汚染の防止できる保管設備がある 

☐ 冷蔵庫 ☐ 冷凍庫 ☐ なし（→冷蔵等が必要な食品の取り扱いなし） 

☐ 施設外に設置（→簡易飲食店営業の場合のみ可）（管理方法：             ） 

便 所 
☐ 従事者専用（☐ 営業施設内 ☐ 営業施設外共用便所（           ）） 

☐ 客等と兼用（☐ 営業施設内 ☐ 営業施設外共用便所（           ）） 

製 品 包 装 ☐ 包装なし ☐ 包装あり（場所：図面参照） 

洗 浄 設 備 

☐ 使用目的に応じた大きさの洗浄設備が必要な数ある 

☐ 食器・器具類の洗浄消毒のため、給湯その他の設備等がある （場所：図面参照） 
 

 目的 槽 湯水等の別 

シンク１ ☐食品 ☐器具 ☐    （  ）槽 ☐湯水 ☐水のみ ☐    

シンク２ ☐食品 ☐器具 ☐    （  ）槽 ☐湯水 ☐水のみ ☐    

その他シンク 目的   （  ）槽（湯・水） 食器洗浄機 ☐あり ☐なし 

添 加 物 ☐ 使用なし ☐ 使用あり（☐ 専用保管設備又は場所（図面参照） ☐ 計量器） 

 

【保健所記入欄】 

☐ 簡易飲食店営業           ☐  

☐ ふぐ処理施設            ☐ 

☐ 生食用食肉加工・調理施設      ☐ 

☐ 冷凍食品製造施設（第 27 号、第 28 号以外）   ☐ 

☐ 密封包装食品製造施設（第 30 号以外）     ☐ 

 


